
様式第1号(第4条関係) 

 

補助金等取扱基準 

補助金等の名称  諏訪市産後ケア事業諏訪圏域外実施補助金 

補助事業等の 

目 標 

 母子健康法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定により実施する産後

ケア事業に関し、医療機関又は助産所（諏訪市産後ケア事業実施要綱(平成

28年諏訪市告示第73号)第3条又は諏訪市産後ケア宿泊・通所型事業実施要綱

(平成31年諏訪市告示第40号)第3条の規定により市が産後ケア事業を委託し

た医療機関又は助産所を除く。以下「医療機関等」という。)において産後

ケアを受けた際に要した利用料の自己負担額を一部補助することで、里帰り

出産等の理由により諏訪圏域外で出産をした場合にあっても、安心して産後

ケアを受けられる体制を整備し、母子の心身の健康保持を図る。 

補助事業等の 

対 象 者 

 市内に住所を有し、市税等を滞納していない者であって、次の表の区分に

応じ、それぞれ定める要件のいずれにも該当するものとする。 

区分 要件 

産後ケア事業 出産の日から1年6月以内にある産婦 

産後ケア宿泊・通所型事業  出産の日から1年以内にある産婦で、次の

いずれも満たす者 

(1) 感染症疾患にかかっていない者 

(2) 医療行為を受ける必要がない者又は

医師により事業の利用が可能であると

判断された者 

(3) 次のいずれかに該当する産婦 

 ア 産褥
じょく

期の身体的機能の回復につ

いて不安を持ち、保健指導を必要と

する者 

 イ 育児不安が強く、保健指導を必要

とする者 

ウ 産後の経過に応じた休養、栄養管

理等の日常の生活面について保健指

導を必要とする者 
 

補助対象経費 

医療機関等において産後ケアを受けた際に要した利用料の自己負担額（他の

制度により当該産後ケアに係る利用料の補助を受けている場合は、その額を

控除した額）とする。ただし、当該産後ケアが医療保険の適用となった場合

における自己負担額は、対象とならないものとする。 

補助金等の額 

及びその算定 

方法又は補助率 

 

予算の範囲内において、次の表の区分に応じ、それぞれ定める額とする。 

区分 補助金等の額 

産後ケア事業 補助対象経費の10分の10以内の額

とし、1万円を上限とする。 

産後ケア宿泊・通所型事業 補助対象経費(1日当たりの自己負

担額とする。)の10分の8以内の額と

し、1日当たり26,000円を上限とす

る。ただし、多胎児の場合は、2人目

以降1人につき6,000円を合算した

額とする。 
 



【補助金等の額が5万円未満、補助率が補助対象経費の1/2を超える場合の理由】 

公平性の観点から、市が業務委託契約を行う医療機関等で産後ケアを受け

た場合と自己負担額が同等となるようにするため。 

補助事業等の 

評 価 

 補助事業者からの実績報告書、産後ケアの額を証する領収証等をもとに、

事業内容の審査を行い担当部署により効果を評価する。 

補助事業等の 

開 始 時 期 
令和7年4月1日 

補助事業等の 

終 了 時 期 

令和10年3月31日 

【終了時期が3年を超える場合の理由】 

  

情 報 の 

公表の方法等 

 補助事業件数、補助金交付金額、評価内容等を諏訪市ホームページで公表

する。 

そ の 他 

 補助金等の利用対象となる医療機関等は、産前・産後サポート事業ガイド

ライン及び産後ケア事業ガイドライン（令和6年10月30日付けこ成母第642号

こども家庭庁成育局母子保健課長通知）を遵守して産後ケア事業を行う医療

機関等とする。 

提 出 書 類 

補助金の交付を受けようとする者は、諏訪圏域外で最後に産後ケアを受けた

日から90日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（1）諏訪市産後ケア事業圏域外実施補助金交付申請書兼実績報告書（様式 

第2号） 

（2）産後ケア利用料の額を証する領収証等の写し 

（3）対象経費算出のために必要な産後ケアの内容、利用日数、利用期間が

わかる書類の写し 

 
諏訪市補助金等交付規則に定める様式を除く。 

担 当 部 署  諏訪市 健康福祉部 健康推進課 健康支援係 

令和7年 3月18日 制定（令和 7年 4月 1日 施行） 


